
議案第５３号 

 
 
 

令和６年度中央市一般会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和６年度中央市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６０，２８６千円を追加し、歳入歳出予 
 
算の総額を歳入歳出それぞれ１５，７５５，５３１千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

 （繰越明許費の補正） 
 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 

 















第２表 繰越明許費補正 

 

追 加 

 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 中央市道玉穂中央通り線整備事業 66,632 



議案第５４号 

 
 
 

令和６年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和６年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，９４２千円を追加し、歳入歳出予算の 
 
総額を歳入歳出それぞれ３，１４０，８４７千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第５５号 

 
 
 

令和６年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和６年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４５千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 
を歳入歳出それぞれ５０２，１２０千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第５６号 

 
 
 

令和６年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和６年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７，８７６千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ２，２６９，７７４千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第５７号 

 
 
 

令和６年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和６年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ 
 
による。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 
 

歳入歳出それぞれ１２，０８８千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第５８号 

 
 
 

令和６年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和６年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める 
 
ところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０，０８６千円を減額し、歳入歳出予 
 

算の総額を歳入歳出それぞれ７５，７４０千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第５９号 

 

令和６年度中央市簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 
 （総 則） 
第１条 令和６年度中央市簡易水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに 
よる。 

 
 （収益的支出の補正） 
第２条 令和６年度中央市簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
支   出 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）   （計） 
第１款 簡易水道事業費用 １８８，５３８千円 ６，０１６千円 １９４，５５４千円 

  第１項 営 業 費 用   １７１，９９６千円 ６，０１６千円 １７８，０１２千円 

 
（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 
（科  目）   （既決予定額）     （補正予定額）    （計） 

職員給与費    ２０，５９１千円    ８１６千円  ２１，４０７千円 

              



議案第６０号 

 

令和６年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和６年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和６年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益 ８１２，６１７千円   １，９８５千円  ８１４，６０２千円 

第２項 営業外収益     ５０５，４７６千円   １，９８５千円  ５０７，４６１千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業費用 ８１２，６１７千円   １，９８５千円  ８１４，６０２千円 

  第１項 営業費用    ７２０，２２９千円    １，９８５千円  ７２２，２１４千円 

 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１２４，８６５

千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２，５９９千円、当年度分損益勘定

留保資金９２，２６６千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入     ８７７，８５４千円 △７８，４０１千円  ７９９，４５３千円 

第１項 企 業 債    ５０９，７００千円 △３３，１００千円  ４７６，６００千円 

第２項 補 助 金    ３５０，７４４千円 △４５，３０１千円  ３０５，４４３千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出   １，０１２，１０６千円  △８７，７８８千円  ９２４，３１８千円 

  第１項 建設改良費    ４６５，８６７千円  △８７，７８８千円  ３７８，０７９千円 



（企業債の補正） 

第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のように改める。 

「                   「  

                     」                   」 

改める。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費    ３０，３５７千円     ２，５９６千円  ３２，９５３千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第６条 予算第９条中「３８７，９３９千円」を「４０１，４４０千円」に改める。 

  

表中 
公 共 下 水 道 

整 備 事 業 債 

２３３，０００ 

千円  を 
公 共 下 水 道 

整 備 事 業 債 

１９９，９００ 

千円 に 



議案第６１号 

 

令和６年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和６年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和６年度中央市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）         （既決予定額）  （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業収益 ２７９，２６６千円 ４，７４９千円 ２８４，０１５千円 

 第２項 営業外収益     ２４１，３０４千円 ４，７４９千円 ２４６，０５３千円 

 

支   出 

      （科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業費用 ２７９，２６６千円 ４，７４９千円 ２８４，０１５千円 

 第１項 営業費用      ２６６，８８７千円 ４，２８５千円 ２７１，１７２千円 

  第２項 営業外費用      １０，９４０千円   ４６４千円  １１，４０４千円 

 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）         （既決予定額）  （補正予定額）      （計） 

第１款 資本的収入      ３９３，３６７千円 ２，９９２千円 ３９６，３５９千円 

第２項 補助金       １５３，３６７千円 ２，９９２千円 １５６，３５９千円 

 

支   出 

      （科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）      （計） 

第１款 資本的支出      ４２６，６３８千円 ２，９９２千円 ４２９，６３０千円 

  第１項 建設改良費     ３１３，３３８千円 ２，９９２千円 ３１６，３３０千円 

 

 

 



（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）     （計） 

職員給与費       １４，７８０千円   １８５千円   １４，９６５千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「２０６，７０１千円」を「２１４，４４２千円」に改める。 


